
○大町町障害者等日常生活用具費給付事業実施要綱 

(平成25年12月 11日規程第34号) 

改正 平成27年12月25日規程第38号 平成28年3月23日規程第32号 

平成28年5月18日規程第62号  
 

(目的) 

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第 123号。以下「法」という。）第７７条第１項第６号の規定に基づき、

法第４条第１項及び第２項に規定する者（以下「障害者等」という。）に対し、日常

生活用具費の給付（以下「給付」という。）を行うことにより、日常生活上の便宜を

図り、その福祉の増進に資することを目的とする。 

(実施主体) 

第2条 この事業の実施主体は、大町町とする。 

(給付対象者及び日常生活用具の種目) 

第3条 給付の対象者及び日常生活用具（以下｢用具｣という。）の種目は、次に掲げると

おりとする。 

(1) 給付対象者 町内に住所を有する者（法第１９条第３項の規定により当町から支

給決定を受けた者を含む。）であって、別表第１の｢対象者｣欄に掲げる者とする。

ただし、法第１９条第３項の規定による支給決定を他の市町村から受けている者を

除く。 

(2) 用具の種目 別表第１の「種目」欄に掲げる用具とする。 

(申請) 

第4条 給付を受けようとする者は、大町町日常生活用具費給付申請書(様式第１号)を町

長に提出しなければならない。ただし、中古再生品の給付を受けようとする者は、大

町町日常生活用具費（中古再生品）給付申請書（様式第1号の2）を町長に提出しなけ

ればならない。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、当該書類

により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省

略させることができる。 

(1) 見積書 

(2) 工事予定箇所の写真及び工事図面（住宅改修に限る。） 

(3) 世帯全員の住民税の課税状況その他利用者負担上限額を決定するために必要な書

類 

3 すでに給付を受けている者についての同一用具に係る申請は、その給付を受けた日か

ら別表第１の｢耐用年数｣欄に掲げる期間を経過していない場合は、申請できないものと



する。また、期間経過後においても使用可能と認められる場合は同様とする。ただし、

当該期間を経過する前に用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。 

(給付の決定) 

第 5条 町長は、前条第 1項に規定する申請があったときは、当該障害者等の身体の状況、

その属する世帯の経済状況、家庭環境及び住宅環境等を速やかに調査し、調査書(様式

第2号)を作成して、給付の可否を決定するものとする。 

2 町長は、前項の規定により給付をすることが適当と認めたときは、申請者に対し、大

町町日常生活用具費給付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、

中古再生品の支給決定については、大町町日常生活用具費（中古再生品）給付決定通

知書（様式第3号の2）により通知するものとする。 

3 町長は、第１項の規定により給付をすることが適当でないと認めたときは、大町町日

常生活用具費給付却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。 

4 町長は、第1項の規定により給付の決定通知をしたときは、申請者に対し、大町町日

常生活用具費給付券（様式第5号）をあわせて交付するものとする。ただし、中古再

生品の支給券は大町町日常生活用具費（中古再生品）給付券（様式第5号の2）で交付

するものとする。 

(用具の購入) 

第6条 給付の決定を受けた者は、速やかに日常生活用具費給付券を用具の製作又は販売

を業とする者（以下｢業者｣という。）に提出し、用具を購入するものとする。 

(用具費の給付) 

第7条 用具の購入に係る給付額は、別表第１に定める交付基準額（その額が現に当該用

具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該用具の購入に要した費用の額とする。

以下「基準額」という。）の１００分の９０に相当する額（その額に１円未満の端数

があるときは、その額を切り捨てた額）とする。ただし、当該基準額の１００分の１

０に相当する額が、別表第２に定める利用者負担上限額を超えるときは、当該基準額

から利用者負担上限額を控除して得た額とする。 

(費用の請求) 

第8条 給付を受けようとする者は、用具の購入が完了したときは、大町町日常生活用具

費給付請求書（様式第 6号）に用具の購入に係る領収書及び日常生活用具費給付券を

添付し、町長に請求するものとする。ただし、業者があらかじめ町長と代理受領につ

いて契約等を締結している場合であって、請求者が用具費の受領を業者に委任したと

きは、業者が請求できるものとする。 

2 前項ただし書きにより業者が用具費の請求を行う場合は、日常生活用具費給付券を添

付しなければならない。 

(権利の譲渡等の禁止) 



第9条 給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

2 町長は、受給者が用具を目的に反して使用等したときは、給付に要した費用の一部又

は全部を返還させることができる。 

(台帳の整備) 

第10条 町長は、給付の状況を明確にするため、大町町日常生活用具費給付（様式第 7

号）を整備するものとする。 

(補則) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、公布の日から施行し平成 25年4月1日から適用する。 

(大町町障害者等に係る日常生活用具費の給付及び日常生活用具貸与事業実施要綱の廃

止) 

2 大町町障害者等に係る日常生活用具費の給付及び日常生活用具貸与事業実施要綱（平

成１８年規程第１４号）は廃止する。 

附 則(平成 27年12月25日規程第38号) 
 

この要綱は、平成 28年1月1日から施行する。 

附 則(平成 28年3月23日規程第32号) 
 

この要綱は、平成 28年4月1日から施行する。 

附 則(平成 28年5月18日規程第62号) 
 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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